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「労働の現実」を考えよう
「働き方改革」を政府が進めるさなか、亡くなった電通の高橋まつりさんの過酷な労働実態が浮き彫り

になりました。もちろんそれは、高橋さんや電通に限ったことではなく、大企業から、中小企業まで、そして

若者から中高年まで、すべての働く現場と働く人に当てはまる切実な問題として関心が寄せられていま

す。「働き方改革」とは、いったい誰のためのものなのでしょうか。およそこれほど長い間、「労働基準法」

の趣旨が無視されつづけて来られたのはどうしてなのでしょうか。しかもこれほど騒がれるなかでも、労使

の話し合いでは、時間外勤務100時間が認められることとなったのです。こうした事実を、多くの人々は

怒りよりもあきらめを持って受けとめているように思えてなりません。さらに、若者達や子どもたちにとって

は、社会に出て働くということが、不安や懼れを伴うものとならざるを得なくなったのかもしれません。

「働く」ことが、個人個人の幸せにつながった時代は、もう遠くに去ってしまったのです。こうしたなか、学

校現場で進めている「職業観と勤労観を育むキャリア教育」は、ますます説得力を失ってきました。「働く

ことは素晴らしいこと、楽しいこと」と語ることは、あまりにも現実とかけ離れているからです。働いて、働い

て、本当にきつい思いをして、やっとこさっとこ、ぎりぎりの生活ができるだけの、満足とは言えない賃金を

もらう・・・。そんな現実を子どもたちが気がつかないわけがありません。子どもたちに対して今伝えるべき

ことは、無理な労働によって自己を犠牲にしないという、「労働犠牲から自分を守る教育」なのかもしれま
．．．．．．．．．．．

せん。労働をめぐる現実は、それだけ深刻になっていると言えるのです。私たちは、「労働」に関して、子

どもたちに何を伝えていくべきなのか、今立ち止まって考えるべき時なのだと思います。

また一方では、教育現場で無視できない労働に関わるもう一つの問題が進行しています。教職員の

長時間勤務のことです。学習指導要領の改訂や部活動指導問題をきっかけに、マスコミでも取り上げら

れる機会がおおくなっていましたが、決定的なきっかけは文科省の調査結果の公表でした。調査結果で

は、一日の平均労働時間が小学校の先生が11時間15分、中学校の先生が11時間32分と発表されま

した。また、過労死ラインといわれる月の時間外勤務時間が100時間を超えている割合が、小学校で２

割、中学校で４割。２～６ヶ月の平均時間外勤務が８０時間を超える人の割合は小学校３割、中学校６

割だそうです。

皆さんご存じのように、給特法で教職員の時間外勤務は認められていません。「時間外勤務はしては
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いけない」と決められているのです。教員の時間外勤務に関する裁判では、時間外勤務は自主的、自発

的行為とする判例が確定しています。つまり、いくら過労死ラインを超える先生方の割合が高くなろうと

も、教員の時間外勤務に、労働基準法は適用されないのです。

もちろん給特法では、生徒の実習、職員会議、学校行事、緊急対応のためとして、月４％の教職調整

額が上乗せされていることも皆さんご存じだと思います。（月４％・・本給３０万であれば月に12，000円。

これで、後は際限ない自主的、自発的行為・・・！）

ここで注目したいのは、教職調整額の算定基準です。給特法が成立した1971年当時、文部省が教

員に実態調査をかけ、「月の時間外勤務の平均時間は８時間」という結果から４％を決めたという経緯が

あります。文部省の調査結果が恣意的なものでないのなら、その当時は、その程度の時間外勤務で終

わっていた、といえるのです。 1971年＝８時間 → 2016年＝100時間 どうしてこんなことになっ

てしまったのでしょうか。

過労死ラインで働く先生たちが、子どもたちに「労働に関する教育」を進めていかなければならないの

は、まるで自己矛盾と言えるかもしれません。子どもたちの将来のためにも、働くすべての人と一緒に、私

たち教員も働くことの意味とルールを取り戻していかなければならないのではないでしょうか。

*********************************************

「なぜ、労働教育が必要か」～労働教育を考える講演会へのお誘い～
インターネットで言葉を検索したときに出る関連ワードを見ると、昨今のトレンドが分かる。試しに「労働」を調

べてみた。すると、「問題」「ニュース」「裁判」という言葉が挙がる。ちなみに「仕事」の関連ワード上位は「行き

たくない」「やめたい」である。

働くことに対して、どうしてこうもネガティブな言葉が並んでしまうのか。

様々な要因の中から、ここでは「若者の貧困」にスポットを当てて考えていきたい。世間では悲しい事件とと

もに、ブラックバイトやブラック企業に注目が集まっている。犠牲者のほとんどが２０代の若者である。しかし、そ

ういった企業に吸い寄せられる若者が絶えないのも事実である。その背景に、日本を支える労働者の約４割

が非正規労働者であるという社会情勢がある。その影響を受けるのは子どもたちだ。進学にかかる費用は奨

学金で賄い、返済のためにアルバイトをする子も多い。そういった若者にとって就職は、お金を稼ぐための場所

だ。企業がブラックかどうかの判断もできずに、正規労働者になれただけでもありがたい、という気持ちで就職

する若者は多いだろう。だからこそ、「労働教育」が必要なのだ。国語や数学などの知識と同じくらい、「労働」

に関する知識を身に着けることは、社会に出たときに自分の身を守る武器になる。

６月には、小・中・高・大学の先生・労働組合総連合会の方といった様々な立場の方とパネルディスカッショ

ンを行う。「労働」に関わる実態について、それぞれの考えや経験を発表する。それを基に、参加者との意見

交換を行いたい。今後社会に出ていく学生たちが、社会を形成する一員になるためには何を伝え、教えていく

べきなのか。多くの方にご参加いただき、今後の授業研究に反映させていきたい。

■□■□□■□□□■□■□□■□□□■□■□□■□□□■□■□□■□□□

パネルディスカッション：労働教育の浸透のためには

日時：2017年６月２２日（木） 場所：冨士見文化会館２階

時間：１９：００～２１：００（受付 １８：５０～）

参加費：1000円（当日受付） ※学生無料

☆キッズスペースを設けております。お子様連れでも安心してご参加いただけます。

■□□■□□□■□■□□■□□□■□■□□■□□□■□■□□■□□□■□

理事のつぶやき： 私達はどこへ向かうのか。寝入りばなの米軍機爆音が、一層不安を掻き立てる。

対話が遮断されていると感じる今の大人社会は、さまざまに対立して見える。対立を煽る言動に当惑して沈黙してしま

うのを一番恐れているのは私達だ。今年度勉強会の中で、私達が豊かに暮らしていくために必要なものは、歌・踊り・詩

・文学・そして祝祭だ、と学んだ。爆音の対極にあるこれらを、次世代に自信を持って引き継いでいきたい。（AY）


